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７月１７日

市担当者の話によると７月１４日に地主さんから次の申出が行われたそうです。
（1）貸借契約が２１年８月４日に満了をするが契約は更新しない。（返還の申出）
（2）８月中は使用しても良い。（返還期限の延長）
（3）構造物等（倉庫・樹木など）は９月末までに撤去すること。（原形復帰）
あまりにも突然な申出で自治会としては対応のしようもなく話を聞くだけでした。
五ッ又まつり」の準備に入っており具体的な行動は「まつり」終了後となりました。

８月　１日 第一回「説明会」を開催。（出席３０数名）
「要望書」の提出を決定。

８月　４日

５日 川合市長に面談「遊園地買収市有地化」の要望書を提出。（自治会役員８名参加）
１８日 上記「要望書」に対して市の回答が出された。

（回答内容）要望に沿えないこと、８月末をもって遊園地を廃止する。
同日廃止の告示が遊園地に張り出されました。

２２日 「臨時理事会」を開催。状況説明。
あくまで市の買収を求めることで一致。「嘆願書」の提出を決める。

３１日 使用延長期限の満了。（遊園地は自動的に廃止）
９月　１日 川合市長に第2回目の面談「嘆願書」の提出。（自治会役員・会員３０名参加）

遊園地存続の団体請願をしました。
　４日 上記「嘆願書」の回答が出る。８月１８日の回答に同じく遊園地廃止。

５日

※詳細は別紙「回覧」をご覧下さい。

　「五ッ又第五児童遊園地」の件　　　　清水会長

 五ッ又自治会だより
2009/9/6
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　会長任期について　　　　清水会長

「第5児童遊園地廃止」についての経緯を時系列的にご説明します。

本件に関するご質問、ご意見等は下記までお寄せ下さい。
自治会長　清水　（TEL　２４３－５８９５）

※この遊園地は地主さんから無償で川越市が借りているもので、今回の申出は契約
に基づくものであり地主さんはこの土地を売却するとのことであります。

遊園地の使用貸借契約が満了。自動的に遊園地は地主さんに返還されたことになり
ます。（契約満了）

川越市から突然「第5児童遊園地」契約解除の申出が地主さんから為された旨の通告
がありました。

山木市会議員を帯同：川合市長に面談採集回答の確認をするも市方針は変らず。
現状では廃止を受け入れざるを得ず。存続運動は継続する方針。

■最近私の会長任期についていろいろなｱﾄﾞｳﾞｧｲｽあるいはご意見をよく耳にします。私が会長
に就任した平成18年4月の定期総会で会則の改定を提案して、第10条第2項において「会長任期
は2期4年を越えることは出来ない」と定めました。この規定により私の任期は来年3月をもって
終わります。この改定の狙いは会長の再任を無制限に認めると、自浄作用が無くなり自治会運
営の硬直化、あるいは会長の独善運営など弊害が出やすくなりますのでこれを防ごうとしたも
のです。ところがこの規定を変更して在任期間をもう少し長くした方が良いという意見があり
ますが私の考えは以下のとおりです。

■会長はあまり短期間だと仕事が出来ないと云う方がいますがそんなことは無いと思います。
私の経験では年度をまたがって行う事業はほとんどありませんでした。また経験者で無いと出
来ないという意見もありますが、みんなで協力して活動するのですから決して多くの経験を必
要とするものではないと思います。この場合副会長など本部役員の協力があれば何の心配もあ
りません。かえってひとりの会長の方針ばかりで会が進むのは、あまり好ましいものとはいえ
ないと考えます。このことについて私は深く反省しています。私も少し休養して健康と意欲が
ありましたら自治会活動に参加します。、

平成21年9月　自治会長　　清水 恒雄

１：会長が交代することにより、また新しい自治会活動の展開が期待できること。
２：会長経験者が増えることにより地域全体の自治会に対する協力運営が円滑になること。
３：会長はかなりﾊｰﾄﾞﾜｰｸで、適当な休養が必要なこと。



来年からは遊園地が使えなくなりますが、新たな「五ッ又祭り」を考えて夏の夜をみんなで楽しみましょうね。

賑わう休憩所 皆さんお疲れでした 五つ又に轟く「彩の会」の組太鼓

お父さんたちも楽しそうですね 練習を重ねて来た子供たちの手によるやぐら太鼓

天候にも恵まれ例年にも増して盛大なお祭りとなりました。沢山の提灯がゆらゆらと夕闇に揺
れとても綺麗でした。皆さんのお名前入りの提灯、如何でしたか?。今年は神輿も新たに威勢の
良い掛け声と共にお披露目となりました。

　五ｯ又まつり　　　　(写真・動画はHPでに掲載)　　

祭りの朝は恒例の目覚し神輿で始まりました 暑かったね　子供たち良くがんばりました



【本会計　項目別収支状況】

収 入 支 出
項 目 金 額 項 目 金 額

期初予算額 1,000,000 やぐら組立 56,720
来賓祝儀お礼 188,800
会場費（接待） 198,440
会場費（役員食事） 11,200
子供山車・みこし 31,870
謝礼 80,000
反省会　 46,070
電気工事 185,738
模擬店 9,424
まつり金券 41,900
半纏洗濯代 26,500
消耗品（会場設営費） 40,329
盆踊り 6,630
備品 66,156
雑費 18,100
傷害保険 13,846

予算比（支出超過） 46,923 神輿休憩昼食代 25,200
合計 1,046,923 合計 1,046,923

提灯寄付金 612,000
提灯代金支払額 568,890
提灯残金差額 43,110
各種寄付金収入 819,529
寄付金総計 862,639

五ッ又自治会 会長 清水 恒雄　
実行委員長 秋本 房一　　　　

会計監査の結果関係書類および支出内容とも適正に記載処理されていました。

五ッ又自治会 会計監査　　　柏　 順一
　　々 高橋 平司

提灯会計・収支状況について
21年度「五ッ又まつり」は当初予算計上のない臨時の下記事項を実施いたしました。
１：提灯の更新
　　お陰さまで皆様のご寄付で243個の提灯が新調できました。
　　また多額のご寄付を頂きまして、提灯購入代金を43,110円上回ることができました。
２：上記残金は本会計に入金しました結果、支出の超過を上回る寄付金収入があり
　　全体として期初予算と比較して「115,716円の剰余金」を計上することが出来ました。
　　誠にありがとうございました。

平成21年8月　　日

　五ｯ又まつり　決算報告書　　　

以上の通りご報告いたします。
平成21年8月　　日



9/21(月) 敬老の日の集い 9/16(水) ｸﾗﾌﾞ
9/28(月) 代表委員会
9/30(水) ｸﾗﾌﾞ

高  階  北  小  学  校

恒例のﾗｼﾞｵ体操が行われました。(写真・動画はHPでに掲載)

長い間親しんできた児童遊園地が急に閉鎖となり皆さんもさぞ遣る瀬無い想いで居られる事でしょう。
昭和58年に完成した遊園地にご尽力くださった自治会の先輩と白川家の皆さんに感謝の気持ちで一杯で
す。児童遊園地とは言え類を見ない広さの為に幼児･児童に留まらず広く利用されてきたが故に一層思い
出の多い場所となったでしょう。　　　　　              ･･･言わん方無く重し乱れる (増鏡)

新学期始まったね

      お問い合わせ　環境部 資源循環推進課 管理担当 049-224-5908

  　行事予定表　　　　          　　携帯ｻｲﾄ ( http://itutumata.hp.infoseek.co.jp/i )

ｼﾞｮｲﾌﾙ AM 10:00

9/10(月) ふれあいの日③
9/7(月) 発育測定 (低)(特学)

自 治 会

初秋風の立ちて、世の中いとどもの悲しく･･･

  　広報手帳

9/27(日) 資源回収
環境推進員 AM 09:00

9/6(日) 定例理事会
理事･役員 AM 09:00

   ごみの収集日、分別は必ずﾙｰﾙを守ってください。

『びん･缶･ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ』 →　２日,１６日

『紙類』 →　２８日
『不燃ごみ･有害ごみ』 → ９日

　夏休み　ﾗｼﾞｵ体操　8/21日～8/30日　AM 6:30

『可燃ごみ』 → 火曜日、金曜日

　　9月ごみ収集日

『その他のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器･梱包』 → 木曜日

９時までに
出してください




